
     平成２３年度税制改正大綱が公表されました。 

今回の改正ポイントは、所得税、相続税の増税や贈与税の減税、 

さらに法人税の法人税率引き下げと課税ベースの拡大です。 

では、この改正による影響は誰に？ 

これは、高額所得者、すなわち会社経営者や個人資産家の方々の 

増税を意味するものです。 

   そんなこと、知らなかった･･･では手遅れとなってしまうことも。 

   新聞やメディアではない、身近な言葉で解説致します。 

  ぜひ、本セミナーにご参加いただき、今後の税務対策にお役立て頂けれ 

ばと思います。多数のご参加お待ち申し上げます。 

 

新聞だけではわからない！ 

平成２３年度税制改正大綱

◆日時  平成２３年４月２７日（水）１４：００～１６：００(受付13:45～) 

◆場所  湘南ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ税理士法人２Ｆ 

◆講師  湘南ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ税理士法人 

       代表社員 吉田 眞次 

◆定員  ３０名 

＊参加費等は無料です。お申込みは下記申し込み書

をＦＡＸ頂くか又は直接当事務所までご連絡ください。 

TEL 0466-45-4088 担当：小林・大村 

湘南パートナーズ税理士法人 行 FAX→０４６６－４４－５４２６ 

御社名 

参加者氏名 

【個人情報のお取扱いについて】 

本件お申込みに関してお預かりしました個人情報につきましては、当セミナーの参加 

確認、運営及び連絡などのほかには一切使用いたしませんのでご了承ください。 


